
別紙 

駐車する場所及び時間 

番号 駐車する場所 駐車する時間 

１ 長崎市尾上町Ｘ番Ｘ号先路上 9：00～10：00 

２   

３   

４   

５  訪問介護事業所の業務時間内

（９時から 17 時までの間） 

６   

７   

８   

９  訪問介護事業所の業務時間内

（９時から 17 時までの間） 

及び緊急訪問時 

10   

11   

12 長崎市元船町Ｘ番Ｘ号訪問先付近  

13   

14   

15   

 

駐車する地点が決まっている場合 駐車する時間が決まっている

場合 

駐車する時間を特定すること

が困難な場合 

訪問先の住所地で申請する場合 

駐車する時間を特定すること

が困難な場合で、業務時間外

にも緊急対応することがある

場合 


